
2023年11月20日
東電刑事裁判

最高裁前アピール
「最高裁は口頭弁論を開き、
高裁判決を破棄するよう求め
る署名」提出

逆転勝利をめざす集会
弁護士会館クレオ

福島原発告訴団・支援団・弁護団

弁護士海渡雄一・大河陽子・甫守一樹 正義の女神「テミス」の持つ、剣は「力」、天秤は「公正」、その目隠し
は前に立つ者の顔を見ない、すなわち、法は貧富や権力の有無に関
わらず、万人に等しく適用されるという「平等」の理念を表している。
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第1部
東電刑事裁
判の現在

2023年1月18日 東京高裁 無罪判決に怒りの抗議
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高裁無罪判決への
怒りの上告

・2023年1月18日 東電刑事控訴審判決 控訴棄却
・2023年1月20日 上告を求める上申書を提出
告訴団・支援団、被害者参加代理人がそれぞれ提出
刑事控訴審判決は、一審判決をそのまま、無批判に是
認した判決であり、この事故によって、命と生活を奪われ
た被害者・遺族のみなさんの納得を到底得られない誤っ
た判決。
・事故対策を基礎づける科学的な知見について「現実的
な可能性」を求めることは、地震学の現状からして、明ら
かに間違い。
・このような判決は、必要な事故対策をしないことを免罪
し、次の原発事故を準備する危険な論理。
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上告趣意書提出
最高裁で逆転勝
利を目指す！

2023年１月24日 指定弁護士が上告
2023年９月13日 指定弁護士が上告趣意書を提出

上告趣意書の内容を説明する指定弁護士団
（NHK２０２３年９月１３日「東電強制起訴裁判 指定弁護士が有罪主張の書類を最高裁に提出」）

上告の趣旨

「指定弁護士の控訴を棄却し、被告人らを無罪とした第
一審判決を維持した原判決には、これを破棄しなければ
著しく正義に反する判決に影響を及ぼすべき重大な事実
の誤認、審理不尽（刑事訴訟法４１１条３号）、及
び法令の違反（同条１号）がある。」 4



刑事控訴審判
決の問題点を
まとめた本を出
版しました！

『東電刑事裁判 問われない責任と原発回帰』
編著：海渡雄一、大河陽子（彩流社 2023年9月刊）

本の構成
第１部 東電刑事控訴審判決批判
第２部 福島原発事故を忘れるな
第３部 ２０１１年３月１１日の前後に起きていたこと 5



第2部
指定弁護士によ
る上告趣意書
の内容

1 地震・津波
対策に現実的
可能性を求めて
はならない
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津波の現実的な可
能性を求めることは、
対策の放棄につな
がる

上告趣意書（指定弁護士）

「原判決の基本的な誤りは、本件が津波という自然災害
に伴う原子力発電所の重大事故であるということに、全く
目を向けていないという点にある。」
「さらには、被告人らは、原子力発電所の管理・運営に極
めて重大な責務を負っているという視点が全く欠けている」
（１頁）

「「現実的な可能性」を求めること自体が基本的に誤ってい
る」(２頁)

「地震・津波などの自然災害については、「現実的な可能
性」の認識など前提のしようもないのであるから、およそこ
れに対する対策をしなくてよいという結論になってしまう」（３
頁）
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地震学の三重苦
纐纈一起教授（東京大学
地震研究所名誉教授）

「地震という自然現象は本質的に複雑系の問題
で、理論的に完全な予測をすることは原理的に不
可能なところがあります。また、実験ができないの
で、過去の事象に学ぶしかない。ところが地震は
低頻度の現象で、学ぶべき過去のデータがすくな
い。私はこれらを「三重苦」と言っていますが、その
ために地震の科学は十分な予測の力はなかった
と思いますし、東北地方太平洋沖地震ではまさに
この科学の限界が現れてしまったと言わざるをえま
せん。そうした限界をこの地震の前に伝えきれてい
なかったことを、いちばん反省しています。」

（岩波書店「科学」２０１２年６月号「[座談会]地震の予測と対策：「想定」をどの
ように活かすのか……岡田義光・纐纈一起・島崎邦彦」６３６頁）
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東電株主代表訴訟判決に引用された纐纈先生の意見
「科学的知見、殊に地震や津波などの自然現象に関する知見は、その原因及
び減少の解明や理解が、不断に進歩、発展しているものの、本質的に複雑系
の問題であって、理論的に完全な予測をすることは原理的に不可能である上、
実験ができないので過去の事象に学ぶしかないが、過去のデータが少ないとい
う限界がある。」（２６９頁）
「したがって、既に確立したと広く考えられている知見、すなわち最新の科学的知
見ではないものに関しても、必ずしもその分野の研究者において全員の意見が
一致するとは限らず、まして、解明や理解が現在進行形で進んでいる最新の科
学的知見においては、本質的に、同意しない研究者が存在することになる。その
ため、例えば、研究者の間で異論が存在しないとか、裏付けるデータが完全で
あるなど、津波の予測に関する科学的知見に過度の信頼性を求めると、現実に
起こり得る津波への対策が不十分となり、原子力発電所の安全性の確保が図
れない事態（全電源喪失による過酷事故）が生じかねない。」（２６９、２７０頁）

9



最高裁判決（損害賠償請求訴訟・2022年6月17日）
三浦守裁判官の反対意見

「確かに、地震や津波の発生については未解明の点がある上、過去の地震に関
する資料が１７世紀以降に限られる等の限界があり、本件長期評価にも不確か
さが存在することは否定できない。しかし、このような自然現象の予測が困難で
あって、不確実性を伴うことは、むしろ当然のことといってよい。」「津波により損傷
を受けるおそれ」を要件とする本件技術基準も、これを前提として、深刻な災害の
発生を確実に防止するため、最新の科学的、専門技術的知見に基づき、極めて
まれではあるが発生する可能性がある津波を対象とするものである。その趣旨に
照らせば、その判断は、確立した見解に基づいて確実に予測される津波に限られ
るものではなく、最新の知見における様々な要因の不確かさを前提に、これを保
守的に（安全側に）考慮して、深刻な災害の防止という観点から合理的に判断
すべきものである。」（３８頁）
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2 長期評価に
は津波対策を
基礎づける信
頼性がある

▶2002年7月、政府の地震調
査研究推進本部から、三陸沖北
部から房総沖の日本海溝沿いで
過去に大地震がなかった場所で
もマグニチュード８クラスの地震
が起き得るとの見解（長期評
価）が公表された。

▶断層モデルの位置を福島県沖
の海溝付近へ移動して計算を行
えば、2002年の時点で、福島
第一原発に１０ｍを超える津波
が襲う危険が察知されたはずであ
る。

地震調査研究推進本部「三陸沖から房総沖にかけての
地震活動の長期評価について」（２００２年７月）
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主な地震と震源域
長期評価より

福島県沖でも、陸寄
りの領域では、大きな
地震が起きていた。

福島の沖合の海溝よ
りだけ、地震活動が
起きないという、科学
的な根拠は何もな
かった。

地震調査研究推進本部「三陸沖から房総沖にかけての
地震活動の長期評価について」（２００２年７月）

１８９６年
明治三陸地震

１６１１年
慶長三陸地震

１６７７年
延宝房総沖地震
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金森博雄カリフォルニ
ア工科大学名誉教授
(元東京大学教授、カリ
フォルニア工科大学教授、
米国地震学会会長)は
M9の大地震や津波
地震を予見

世界的な地震学者である金森博雄氏

・福島あたりはカップリングが固着している。
にもかかわらず１４００年間大きな地震
がない。
・スマトラ地震に匹敵するような地震が起
こる可能性はあるし、ゆっくりとここで貯まっ
ている歪みが解放される可能性もある。
・福島県沖の海溝寄りで津波地震が発
生する可能性はある。
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伊方最高裁判決か
らもまれな津波にも
津波対策を講ずる
べきだった

刑事控訴審判決
長期評価には「国として、一線の専門家が議論して定めたもので
あり、見過ごすことのできない重みがある」と述べたものの、この見
解に反する意見の研究者がいることなどを根拠に、原発の安全対
策を基礎づける「現実的な可能性」はないとし、津波対策の必要性
を否定した。
上告趣意書
・伊方原発の最高裁判決（1992年）
深刻な災害を「万が一にも起こらないようにする」
・原子力安全委員会
原子炉の安全目標としては、10万年に一度の可能性があれば、

津波対策を講ずることが求められていたこと
・2006年の耐震設計審査指針
「極めてまれではあるが発生する可能性のあると想定することが

適切な津波」への対応が求められていたこと
・東電の委託研究でも10のマイナス5乗よりやや低い頻度が示さ
れていたこと等 →当然、長期評価に対応するべきであった。
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最高裁 第二
小法廷
異例づくめの
2022年6月
17日判決

最高裁第二小法廷は戸倉長官を除く菅野博之裁判長・三浦
守・草野耕一・岡村和美の４人の判事が、この原発賠償事件
を担当していた。菅野、草野、岡村の３人が国の責任を否定
する判決多数意見を構成した。

法務・検察出身であり、前大阪高検検事長の三浦守判事は
「国に責任がある」という内容の反対意見を述べた。三浦意見
は、事実認定と適用法令をきっちりと整理したうえで、判決の体
裁で述べられた異例な反対意見である。

これに対して、多数意見は、極めて簡略なものであり、正確な
事実の認定もなく、法条の適用も正確になされていないという、
こちらも異例な多数意見である。
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2022年6月17日
最高裁判決
（損害賠償訟）

・４つの高裁判決のうち、３件が国の責任を認めていた。
・その４判決について、裁判官３対１で国の責任を認め
なかった。
・多数意見は、原判決で適法に確定した事実認定からの
逸脱し、防潮堤等の設置を対策の基本として多重防護
を否定した誤り、明治三陸計算結果についての認識の誤
り、東側の防潮堤の要否を曖昧にした誤りがある。
・しかし、多数意見は、長期評価の信頼性を前提にして
いる。
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三浦守裁判官の反対意見とは?
・法務省・赤レンガ派の超エリート検察官/通信傍受法の制定時の
実務の中心/検察庁における最終ポストは大阪高検検事長

①法令の趣旨、目的を正しく認定し、技術基準についての正確に解
釈している。
②長期評価の信頼性を事実経過に基づき正確かつ詳細に認めた。
③多数意見のいう南東側だけでなく、東側からも津波が遡上する可
能性を想定することは当然である 
④防潮堤以外に水密化等の多重的防護が必要であった 
⑤法令の解釈もせずに、さらには国や東電の不作為や懈怠による認
識の不十分さを何ら批判することなく前提にした多数意見を痛烈に
批判した。
⑥非常用電源設備が浸水により機能を喪失する可能性に着目すべ
きであって、多数意見のいう規模の違いの強調には意味がない
⑦防潮堤が完成するまでの間は、水密化等を講じる必要があった。
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3 被告人
勝俣・武黒・武
藤は何を知り、
何ができたか
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被告人武藤の対
策先送り方針は
土木調査グルー
プの方針を真っ向
から否定したもの
である

上告趣意書は、被告人らが、どのような事実を認識することができた
かについて、証拠にもとづいて丹念に指摘している。

武藤については、2008年6月10日の会議の趣旨が、推本津波に
対応する津波対策の決断を求める場であったこと、土木グループの説
明は、津波対策が必要であり、東海第二原発でも津波対策を検討中
であり、耐震バックチェックで保安院の了解を得るためにも対策を実施
することは必要不可欠であったことを説明したものであったこと。そして、
この段階での武藤の部下に対する指示も対策実施を前提とするもの
であったことを指摘している。

2回目の7月31日の会議の直前の段階でも、土木グループのヘッド
である酒井は今度こそ津波対策の実施を決断し「設備側、対策側に
移行していくプロセスに入っていくべきだ」と考えていたことを指摘。
このような検討を踏まえて、7月31日の武藤の津波の波源について
土木学会での検討にゆだね、津波対策の実施を先送りすることとした
決定は、土木調査グループの方針を真っ向から否定するものであった
と結論付け、東電株主代表訴訟の東京地裁判決と同様の見解を示
している。
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2008年6月10日
武藤説明資料
全ての説明は、津
波対策の必要性を
示唆している
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基準地震動については、推本の海溝沿いの震源を考慮して
いる。
下北半島に東電が計画していた東通原発の許可申請書で
は推本の知見(三陸沖北部から房総沖の領域内でどこでも発生)を参照し、三
陸沖に地震を想定している。

判決168-169頁
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・東北大今村文
彦教授は波源と
して検討すべき
との見解
・東大地震研の
佐竹健治教授
も設計事象で
扱うかどうかは
難しい問題とい
う見解
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(関係他社の状況)
日本原電 東海:「原子炉設置位置が浸水する」 「防潮壁の設置、建屋扉の
水密性等の対策を検討中。」「ポンプ室についても、(対策を)検討中」
JAEA 東海: 「再処理敷地が浸水する。」「重要施設の浸水を防ぐ対策を検
討中」
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この日の説明の
結論は、長期評
価公表時には
「推本津波」を確
率論で考慮する
こととしたが、新
耐震設計審査
指針のもとでは、
これを「確定論」
として考慮するこ
ととしたということ
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・数年かけて土木学会に検討を依頼するという判断は、津
波が襲来した場合には過酷事故に直結する可能性が高く、
その場合の被害の甚大さに鑑みれば、原子力事業者であ
る東京電力にとって、優先順位の高い、緊急の重要案件で
あって、経営の根幹にも関わるべき問題であった。
・このように考えることが、本件事故後の「後知恵」であると
いうのであれば、それは、突き詰めれば、そのような津波は、
防潮堤等の対策が完成するまでの間に、実際には来ないで
あろうという認識が、東京電力において一般的であったとい
うことになるが、それは、取りも直さず、本件事故前における、
被告ら及び東京電力が原子力事業者として有していなけれ
ばならない、基本的ともいうべき、過酷事故に対する想像力
の欠知と、安全性に関する意識や認識の甘さを示すもので
あって、許容できるものではない。（判決要旨18頁、19頁）

2022年7月13日
東電株主代表訴訟
東京地裁商事部判決

対策の先送りは、過
酷事故に対する想像
力の欠知と、安全性に
関する意識や認識の
甘さを示すものと断罪
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被告人武黒にも
津波対策の重要
性を認識できる多
数の契機があった

上告趣意書
武黒は、2008年2月16日の御前会議で長期評価に基づく津波
高さがかなり高くなりうることを知らされていた。
同年8月には、武黒は武藤から長期評価の見解に基づいて、福島
沖に津波波源を置いた場合「大変高い津波水位」となることを報告
された。
また、武黒は2009年2月11日の御前会議で、「女川や東海がど
うなっているのか」と吉田に質問し、「女川はもともと高い位置にあり、
浜岡は以前改造しており、当社と東海の問題となっている」との回答
を得ている。
当日の書記役であつた原田友和は、当日の配布資料の中の「地
震随伴事象(津波)」の部分に「問題ありだせない(注目されてい
る)」と書き込んでおり、津波対策が議論の焦点であったことがわか
る。
さらに、2009年4月から5月には吉田から15メートルの津波高さ
計算結果の報告を受けていた。
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被告人勝俣にも津
波対策の重要性を
認識できる契機が
あった

上告趣意書は、
津波計算の根拠が推本の長期評価であることを認
識していた武藤と武黒だけでなく、勝俣についても、
2009年2月の御前会議における吉田原子力設備
管理部長と武黒らとの問答から、高い津波高さを示
す計算結果は、「決して過小評価できる情報ではなく、
他の原子力事業者も対策を迫られるような見解」で
あり、津波対策を講じなければ過酷事故が発生する
可能性があることを当然認識することができたと指摘。

この点も東電株主代表訴訟判決と同旨である。
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これが御前会議だ！

人見やよい
「東電刑事裁判傍聴 Handbook」より

正面は武黒・勝俣・清水・武藤
対面するのは山下・吉田と説明者
左側はラインの本店部長
右側には各原発の所長以下幹部
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東電株主代表訴訟判決
「福島第一原発の津波バックチェックについての報告がされる中で、
津波評価技術に基づく津波高計算でかさ上げが必要となるのは、
福島第一原発５号機及び６号機の４ｍ盤上の非常用海水ポン
プのみであるが、津波評価技術の手法の使い方をよく考えて説明
しなければならない、もっと大きな１４ｍ程度の津波が来る可能
性があるという人もいて、前提条件となる津波をどう考えるか、そこ
から整理する必要があるという発言(吉田発言)がされ、これをめぐ
る議論が行われた。
議論では、１４ｍ程度の津波が来る可能性があるというのが相
応の権威のある機関の見解であること、かかる津波の襲来により、
福島第一原発及び東海第二原発で津波が敷地に遡上することに
なるが、東海第二原発を設置、運転する日本原電はこれに対応
するための改造を検討中であること、東京電力は、日本原電とは
異なり、直ちに津波対策工を実施しておらず、かかる津波の取扱
いを検討中であること等についての説明がされたか、これが前提と
なっていた。」（判決要旨２７頁）

2009年2月11日
の御前会議
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東電株主代表訴訟判決
「そうすると、被告勝俣及び被告清水としては、１４ｍの津波の襲
来可能性の見解を述べているのが、他の原子力事業者も対策を迫
られるような相応の権威がある機関であること、津波対策が新たに
実施されない限り、１４ｍの津波が福島第一原発１号機～４号
機に襲来した場合に過酷事故が発生する可能性があることを認識し
たから、１４ｍの津波の襲来可能性があるとする見解の信頼性な
いし成熟性が不明であるとして速やかな津波対策を講じない原子
力・立地本部の判断に著しく不合理な点がないかを確認すべき義務
があり、そのような確認をしていれば、当該見解が地震本部による長
期評価の見解であること、明治三陸試計算結果、武藤決定及び本
件不作為についていずれも認識し、これにより、原子力・立地本部の
本件不作為の判断が著しく不合理なものであることを容易に認識し
得た。」（判決要旨２７頁）

原子力本部の判断
が著しく不合理なも
のでないか、調査・
確認しなかったこと
は、善管注意義務
違反に当たる
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4. 水密化などの
津波対策によっ
て福島原発事故
の結果は回避可
能だった

・刑事控訴審判決
津波による浸水高さが予測よりも高くなったことがう

かがわれ、水密化対策が講じられても、対策が奏功し
たとはいえない。

←東電株主代表訴訟判決
津波の水密化の対策をとるとした場合に、かなりの余
裕を見込んで設計がなされたはずであり、少なくとも過
酷事故の結果は避けられた可能性が高い。

←上告趣意書（指定弁護士）
水深数百m以上もの水圧を計算してそれに耐えうる
設計をする深海潜水艇技術が確立されている。 津波
の数十ｍの水圧に耐える設計は容易。
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水密化などの津波
対策の主張は、
「後知恵」ではない

（奈良林直・平成２６年3月２０日「海外の原子力発電所における津波・洪水対策の現況」スライド２、スライド２３）

ポンプ室入口の水密ドア
水密ポンプ室

指定弁護士は、水密化などの措置によって事故の結
果が回避できたこと、そして、このような対策の例が台湾
の金山原発やアメリカカリフォルニア州のディアブロキャニ
オン原発などで実装されていることを、具体的な証拠を
示して論じている。
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水密化などの津波
対策の主張は、
「後知恵」ではない

（「福島第一原子力と台湾・金山原子力との姉妹発電所交流」電気情報 1994.11、p34-35）

１９９３年８月 「姉妹発電所交流」の覚書
（福島第一原発と台湾の金山（チンシャン）原発の間で締結）

上告趣意書（指定弁護士）
情報交換等の交流を行っており、東電が海外の対策実施例につ
いても情報を共有していたことが明白。 33



渡辺敦雄氏（東芝
の原子力技術者）
の証人尋問を採用し
ないで、立証不十分
という審理不尽

このように、１５ｍの津波に対する対策によって事故は回避でき
たのであり、このことは東電技術者の上津原氏らの検察官調書に
基づいて十分認定できた。

さらに、結果回避の可能性について、指定弁護士は追加の証人
尋問とりわけ東芝の上級原発技術者であった渡辺敦雄氏の尋問
を認めなかったことについて、渡辺氏の陳述書を上告趣意書に添付
し、刑事控訴審の審理不尽(十分な審理を尽くさなかったことは上
告理由となる)を厳しく指摘している。

渡辺敦雄氏は、後藤政志氏とともに東電株主代表訴訟で原告
側の証人として証言に立ち、その証言は、水密化の措置をとるとし
た場合、どのような設計となり、そこにはどの程度の設計上の余裕
が見込まれたかなどを的確に証言し、その証言は、３被告人と清水
社長に対して13兆3千億円の支払いを命じた東電株主代表訴訟
判決に結実している。

（画像はYoutube UPLAN「20180713 
UPLAN 渡辺敦雄さん「原発はテロや戦争
により、あっという間に破壊される」」）

（渡辺敦雄氏）
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渡辺敦雄氏の意見書（東電株主代表訴訟）
東芝の元原子力技術者

水密化による溢水、浸水対策というのは、本件事故のはるか以前より当たり前に存在
していた、ごくありふれた技術であり、東電でも容易に発想可能であった。

① 東電を含む電力会社らが、平成１９年頃、中央防災会議「大規模水害対策に関
する専門調査会」に対し、「建物の防水構造化（防水壁、建物基礎の嵩上げ、防
水（潮）扉等）」や「地下式変電所の水害対策設備」としての「出入口、開口部の
防水扉等」「防潮扉」「給排気口の防水壁」「ケーブル引出口 耐水壁・防水管」等
を報告していること（東電株主代表訴訟甲３７０・８頁、資料⑥、⑦）。

② 四国電力は、平成１８年までに、橘湾発電所と阿南発電所において、津波により
１階面に設置されている補機・制御盤が水没すると想定されることから、防潮扉の設置
等により対応していたこと（同９頁、資料⑨）。
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③ 「四国東南海・南海地震対策連絡調整会議」が平成１９年３月に発行した一般啓
発用のパンフレットにおいて、津波対策に関して「電源設備の高所設置や開口部の浸水防
水措置を万全に！」「電源設備の高所設置や開口部の浸水防止を万全にし、電源設備
が水に浸からないようにすることが重要です」「アンケート調査の結果では、多くの設備で高
所設置や防水扉等の設置をしているようですが、まだまだ不足（不安）があるようです」
等の記載があること（同１０頁、資料⑩）。

④ 建設省土木研究所が昭和５６年２月に発行した「建築物の耐水性に関する調査報
告書（第２報）」において、名古屋市営地下鉄の駅出入口の二重の鉄製防水扉や、名
古屋港湾部の倉庫の海側搬入口における防潮扉の各詳細図等が紹介されていること（同
１２～１３頁、資料⑭）。
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5 東電刑事裁判
これまでの判例理
論に基づいても、有
罪判決は可能

2023年1月18日 刑事控訴審判決を受けての記者会見
大津波の現実的可能性がなかったとの東京高裁細田裁判長の判決に怒り爆発
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ホテルやデパート
火災における経
営者の過失責
任を問うた判決
との類似性

最後に指定弁護士が、本件の事例はホテルやデパート火
災における経営者の過失責任を問い有罪判決が下されてい
る事件との類似性を指摘している点が注目される。

すなわち、ホテル・ニュージャパン事件の最高裁平成５年
１１月２５日決定が、「いったん火災が起これば、発見の
遅れや従業員らによる初期消火の失敗等により本格的な火
災に発展し、・・・宿泊客らに死傷の危険が及ぶおそれがある
ことを容易に予見できた」と判断していることなどをふまえ、慶
応大の井田良教授の次のような見解を引用している。
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ホテルやデパート
火災における経
営者の過失責
任を問うた判決
との類似性

出火の原因が不明で、それはおそらく放火が疑われる
事例で、火災の発生の可能性はかなり低い、まさに万
が一の事態であり、危惧感以上のものを認め難いので
はないかと思われる。
結果発生を前提としてその予見可能性があるかどうか
を問題とすれば、予見可能性そのものは低い。ここでは
万一の事態（そして起こってしまってからは取り返しのつ
かない事態）に対処することが要求される形の結果回
避義務が問題となっている。要求される予見可能性の
程度はかなり低いものであってよいと考えてはじめて、過
失処罰の要件としての予見可能性は肯定される。

（井田良「変革の時代における理論刑法学」１５４、１５５頁）
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原発事故は取
り返しがつかな
い災害である 会社社長がスプリンクラーの設

置などを怠ったとして有罪・実刑
となったホテルニュージャパン火災
事件（１９８２年）

まさに、原発事故は可能性が
大きくはなくとも、起こってしまっ
てからは取り返しのつかない場合
の典型例である。

ホテルやデパート火災では、万
が一の場合の対策を講じていな
かった会社役員の刑事責任が
肯定されている。

同じ論理で有罪を導くことがで
きるはずであるという指定弁護
士の論理は、本件の被告人らに
対する刑事責任の構造を明らか
にした見事な上告趣意であると
言える。
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6 上告趣意書の結
論

東京電力は、防ぐべ
き事故を防げなかっ
たとして謝罪している

「(津波)計算結果により、１０ｍ盤を超える津波がいつ襲来
するかわからない状況であることが、既に判明していた。そうで
ある限り、上記機序によって、いつこのような事故が起こるか
わからないのであるから、速やかに防護策に着手し、それが完
了するまでの間、浸水を防ぐため原子力発電所の稼働を停
止する、そうすれば、仮に工事が間に合わなくても事故を防ぐ
ことができたのである。
本件は、このように極めて単純な事件である。
東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長が、
令和５年７月１７日、「「ノーモア・フクシマ」いわき市民訴訟
原告団」に対して、「当社としては 防ぐべき事故を防げなかっ
たことについて深く反省する」などと述べて「謝罪」（添付資料 
４）の意を表明しているとおり、本件過酷事故は、東京電力
が自らの手で防ぐべき事故であったのであり、防ぐことができ
た事故であった。」
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上告趣意書の結論

原判決を破棄し、被
告人らの刑事責任を
明らかに

「原審が、指定弁護士による事実取調請求を却下し、
さらにさまざまな事実誤認を犯していることは、著しく
正義に反する。これらの重大な誤りは、判決に影響を
及ぼすことが明らかである。
裁判所においては、その正義を回復するため、原判
決を破棄し、被告人らの刑事責任を明らかにする判
決をなされるよう強く求めるものである。」
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第3部
双葉病院の悲劇からに目
をそむけるな 43



水素爆発によって屋根や壁が吹き飛んだ３号機、４号機の原子炉建屋
（東電株主代表訴訟甲７５３・２１２頁、２１３頁） 44



原子力委員会委員
長であった近藤駿介
氏が、ＪＮＥＳ
（原子力安全基盤
機構）及びＪＡＥ
Ａ（日本原子力研
究開発機構）の協
力の基に作成した
「福島第一原子力
発電所の不測事態
シナリオの素描」
東電株主代表訴訟 甲36

45

東電株主代表訴訟 甲746「日本と原発4年後」



（東電株主代表訴訟 甲７５６）
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バスによる患者の避難の様子
（東電株主代表訴訟 甲８４５）

国立病院機構災害医療センター 近藤久禎
「東京電力福島第一原発事故対応 におけるDMATの活動 」

47



双葉病院からの避難
双葉病院の入院患者らの救出は、５回にわけて、
４日間を要しました。患者らの乗ったバスは、平常
時なら３０分の距離を、放射線量の高いエリアを
避けながら遠回りをし、１０時間もかかって避難し
ました。
バスに乗せられた寝たきりの患者らは、１０時間に
もわたって、水分も栄養分も取れず、医療ケアも排
せつのケアも受けられず、過酷な状況に置かれまし
た。バスの中で亡くなっていた方もおられました。

自衛隊員の供述調書
「線量計の音が鳴る間隔がどんどん短くなってきて、
まるで、放射線の塊が近づいてくるような感覚」
「随行していた若い医官も『もうだめだ、逃げろ』など
と叫び始めました。」
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請戸で４月１４日に子どもの遺体を運ぶ様子
（東電株主代表訴訟 甲８４６・２３４～２４５頁）
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第4部 東京電力
と密接な利害関
係を持つ草野耕
一裁判官は本件
の審理を回避せ
よ！

草野耕一裁判官
50



国の責任を否定し
た最高裁判決

多数意見三名の
背後には、大手法
律事務所が！

三浦反対意見の
背後には調査官
室のサポートが！
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後藤氏の著書
が指摘する、
東京電力・大
手法律事務
所・最高裁の
トライアングル
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菅野博之裁判長
は、判決の一月
後に東電株代訴
訟の東電代理人
の長島・大野・常
松事務所に顧問
として天下り

原発事故国賠訴訟で国に対する請求を棄却した
判決を出した翌月の２２年７月に退官し、８月３
日に長島・大野・常松法律事務所の顧間に就任。

長島・大野・常松法律事務所の藤縄憲一弁護士、
梅野晴一郎弁護士、荒井紀充弁護士、柳沢宏輝
弁護士、須藤希祥弁護士、中村慶彦弁護士及び
椿浩明弁護士は、東電株主代表訴訟で補助参加
人である東京電力の代理人を務めている
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岡村和美裁
判官も長島・
大野法律事
務所出身

岡村和美弁護士は、１９８３年の弁護士登録
後、「長島・大野」法律事務所(「長島大野常松法
律事務所」の前身)に所属していた。

その後、１９９０年モルガン・スタンレー・ジャパン
を経て、２０００年に法務省に検察官として任官
し、国際課長、人権擁護局長、消費者庁長官など
の歴任したうえで、最高裁判事に就任している。

長島大野法律事務所在籍時から、かなりの時間
を経過しているが、その人脈は続いていると想定さ
れ、菅野判事の長島大野常松事務所への「天下
り」に何らかの関与をしていたとしても不思議はない
(「同書」１２９頁)。
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草野裁判官は
西村あさひ法律
事務所の代表

草野耕一判事は、２００４年に西村ときわ法律
事務所(現西村あさひ法律事務所)の代表に就任。

西村あさひ法律事務所は、五大法律事務所の
一つで、７５０人以上の弁護士を抱える最大規
模の法律事務所 (「同書」１２９～１３０頁)。

西村あさひ法律事務所は、複数の所属弁護士が
東京電力及びその名を冠した関連会社における
出資や株式取得に関してリーガルアドバイスを行っ
たことをホームページ上で広報。

この事務所が東京電力と密接に関わっていること
は公知の事実。
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西村あさひの顧問
で、元最高裁判事
である千葉勝美は
「元最高裁判事」
の肩書付きで生業
訴訟(最高裁に係
属していた４件の
うちの一事件)に意
見書を提出

２０２０年１２月、東京電力は、最高裁に係属していた４件の事件
の一つである生業訴訟で最高裁判所に対し、上告受理申立て理由書に
「元最高裁判所判事・弁護士」の肩書付きの西村あさひ法律事務所所属
の千葉勝美名義で「東京電力福島第一原子力発電所事故損害賠償請
求訴訟に関する意見書」を添付して提出した。

①中間指針（国の定めた賠償指針）を基に東京電力が自主的に決めた
賠償額を超える賠償は、個別の事情がない限り払う必要はない。

②地震による大津波襲来の確率は、多面性、多様性、不確実性、科学的。
専門性を有するものであるのだから国の地震調査研究推進本部が出し
た「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」（長期
評価）には、多面的な評価が成り立ち得る。よって、これを信用せず、津
波に対する対策を打たなかったから事故を防げなかったという見方には疑
間が持たれる。

③自主避難者への賠償は、因呆関係があるかないかを厳密に追及して定
められたものではなく、被害者保護の意味合いを含めて示されたものと
理解される。東京電力が支払ってきた賠償は法的な相当因呆関係の程
度を超えたものであることは明らかだ。よってこれまで払ってきた以上の賠
償を払う必要はない (「同書」１３０～１３１頁)。
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草野氏の事務
所の顧問であ
る千葉氏と菅
野氏は、最高
裁行政局での
先輩と後輩の
関係に当たる

この千葉元最高裁判事の意見書は、全国の避難者訴訟、千
葉訴訟など他の原発事故損害賠償訴訟などでも提出されている。

千葉氏は、2016年に最高裁判事を退官した後、当時草野最
高裁判事が代表経営者を務めていた、西村あさひ法律事務所
のオブカウンセル（顧間）に就任している。そして、千葉氏が、
1984～4年、最高裁判所事務総局行政局参事官を務めてい
たころ、菅野氏は、同局付で働いていた。つまり、菅野氏は千葉
氏の直属の部下だったことになる。

元東京高裁判事の大塚正之弁護士は、「千葉勝美が意見書
を出してきたときに私の頭にぱっと浮かんだのが菅野博之なんで
す。要するに菅野は千葉勝美の指導を受けて行政局で育って
いった人間ということです。その千葉勝美が第二小法廷に意見書
を出してきたんで、これはもう結びついてるなという風に感じたんで
す。だから最高裁で国は勝つ、勝たせる判決が出るかもしれない
というのが私の頭にずっとあって、予想通りそうなったんですよね」
と述べている(「同書」１３３～１３４頁)。
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共同経営者の
新川麻弁護士
は東電の社外
取締役

草野氏とパートナー（共同経営者）を務めている
新川麻弁護士は、経済産業省の「総合資源エネル
ギー調査会再生可能エネルギー大量導入・次世代
電カネットワーク小委員会」、「次世代技術を活用し
た新たな電カプラットフォームの在り方研究会」など、
エネルギーにかかわる政府の８つの審議会の委員や
専門委員に就任。

生業訴訟などが最高裁で審理途上であった２０２
１年、新川弁護士は東京電力の社外取締役に就任
している (「同書」１３４～１３６頁) 。
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最決平成10年12月
1日（いわゆる寺西判
事補懲戒処分事件最
高裁決定）

裁判運営の適正はも
とより当然のこととして、
外見的にも中立・公
正な裁判官の態度に
よって支えられる

 「憲法は、近代民主主義国家の採る三権分立主義を採用してい
る。その中で、司法は、法律上の紛争について、紛争当事者から
独立した第三者である裁判所が、中立・公正な立場から法を適
用し、具体的な法が何であるかを宣言して紛争を解決することに
よって、国民の自由と権利を守り、法秩序を維持することをその任
務としている。

 このような司法権の担い手である裁判官は、中立・公正な立場
に立つ者でなければならず、その良心に従い独立してその職権を
行い、憲法と法律にのみ拘束されるものとされ（憲法７６条３項）、
また、その独立を保障するため、裁判官には手厚い身分保障がさ
れている（憲法７８条ないし８０条）のである。

裁判官は、独立して中立・公正な立場に立ってその職務を行わな
ければならないのであるが、外見上も中立・公正を害さないよう
に自律、自制すべきことが要請される。司法に対する国民の信頼
は、具体的な裁判の内容の公正、裁判運営の適正はもとより当
然のこととして、外見的にも中立・公正な裁判官の態度によって
支えられるからである。」
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「通常人が判断し
て、裁判官と事件
との関係から見て
偏頗・不公平な裁
判がなされるであ
ろうとの懸念を当
事者に起こさせる
に足りる客観的な
事情」

忌避の理由として民訴法２４条１項が定める「裁判の公
正を妨げるべき事情」とは、「通常人が判断して、裁判官と
事件との関係から見て偏頗・不公平な裁判がなされるであ
ろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的な事情」
である。（秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第２版〕』［２０
０６］２４１頁、兼子一原著『条解民事訴訟法〔第2版〕』［２０１１］１
４２頁〔新堂幸司＝髙橋宏志＝高田裕成〕など参照）

生活保護基準引き下げの取り消し訴訟の裁判官が、同種
別件訴訟の国側指定代理人としていた活動していた事案
で、密接に関連する別件訴訟における指定代理人としての
活動が「公正を妨げる事情」とされた（金沢地決平成２８年３月
３１日判時２２９９号１４３頁）

令和5年1月東海第二原発運転差止訴訟控訴審における、
裁判長の地裁での関与による裁判担当部の交代
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草野裁判官に
は、裁判の公
正を妨げるべき
事情がある

草野判事の経営する事務所の共同経営者が東
京電力の社外取締役となっていること、さらに、
自ら経営する事務所に所属する元最高裁判事
が東京電力の依頼を受けて、専門家意見書を
自らの担当している事件の東京電力の上告理
由書に添付して提出していたことは、明らかに
「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」
がある。
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草野裁判官意
見は、証拠に基
づかない意見で
ある

国賠訴訟最高裁判決における草野裁判官の意見は、国
が規制権限を行使していても、実際に起きた地震の規模
であれば、事故の発生を回避できなかった可能性があると
し、各号機ごとに、本件地震が本件長期評価の想定する
規模のものである限り、本件事故と同様の事故の発生を
回避できた可能性が相当程度以上あったことを詳細に論
じている。

 しかし、ここでの草野裁判官が認定している事実関係は、
４つの原判決のいずれにおいても全く認定されていない。

 とりわけ、「１号機及び３号機のタービン建屋の開口部の
前には深さ約６ｍの逆洗弁ピットがあった」との事実は、
４つの原判決における認定事実はおろか、各事件の訴訟
資料にも一切登場しなかったはずのものであり、訴訟記録
外からの情報によって認定し、その判断の基礎に据えたこ
とが強く疑われる。
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最高裁は原判決
の事実認定に拘
束されることが、
多数意見、草野
意見で踏まえら
れていない

上告審は、法律問題に関する審理を行い、上告審の裁判所
は、原則として原判決で認定された事実に拘束される。もち
ろん、最高裁が高裁までで取り調べられている証拠にもとづ
いて、当事者の主張に照らして、原審の行った事実認定に経
験則違反があるなどとして、原判決を破棄した例はある。

 しかし、草野判事の意見は、多数意見の補強とは述べている
ものの、誰が作成したものか、いかなる内容かもわからない、
独自の資料に基づいて、国の責任を認めた原判決を破棄す
べきこと、つまり、訴訟記録にない証拠に基づいて、原判決を
論難しているのである。

草野判事が最高裁判所の役割、その判断すべき事項につい
て、正確に理解しているかどうか、疑念を抱かざるを得ない。
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第5部 本件
は大法廷で審
理されることが
望ましい

最高裁大法廷（裁判長・戸倉三郎長官）は2023年10月25日、手術要件を戸籍変
更の要件とすることが「強度な身体的侵襲の手術か、性別変更を断念するかの過酷な
二者択一を迫るもの」として、初めて違憲と判断した。裁判官15人全員一致の意見。
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大法廷で審理
しなければなら
ない、「最高裁
判例に反する
とき」にあたる

本件は、「法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした
裁判に反するとき」(裁判所法１０条３号)に該当する

最高裁判所が大法廷における審理を行わなければならないのは、
「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合
するかしないかを判断するとき」「前号の場合を除いて、法律、命令、
規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき」「憲法その他の法令
の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反すると
き。」と定められている(裁判所法第10条)。

本件は、憲法問題を扱う事件ではないが、先に最高裁が判断を示し
た福島原発事故についての国の国家賠償責任を論じた６．１７判
決と、極めて密接な論点を扱っている事件である。

 『裁判所法逐条解説』は、裁判所法１０条３号の趣旨について判
例の統一をはかるため、としており、「同一法令の解釈適用に関する
かぎり、たとえば民事事件についてした裁判は、刑事事件に対する関
係でも、前にした裁判となる。」とされている。本件と６．１７判決は、
刑事事件と民事事件という事件の性質は異なるが、平成２４年改
正前の「原子炉等規制法」の解釈が争われているという点で共通し
ており、裁判所法１０条３号を適用すべき場合に該当する。
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本件は、大法
廷で審理する
ことが相当であ
る

本件は「大法廷で裁判することを相当と認めた場合」
(「最高裁判所裁判事務処理規則」９条２項３号)に該当する

 「第一は、意見が二説に分れ、その説が各々同数の場
合」である(「最高裁判所裁判事務処理規則」９条２項２号)。

第二小法廷は、長官を除いて４名で運営されている
が、２対２となった場合には大法廷で審理されることと
なる。
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相当な場合は
大法廷で審理
できる

 「最高裁判所裁判事務処理規則」９条２項３号は、小法廷が、「大法
廷で裁判することを相当と認めた場合」にも、事件は大法廷に回付され
ることを定めている。

 この規則の趣旨について、次のように説明されている。

 「最高裁判所は、本来、大法廷で裁判するのがたてまえであり、ただ、
事件数との関係上、一般の上告事件については、便宜、小法廷で審理、
裁判をすることが認められているものであるから、事案の性質等にかん
がみ、大法廷で裁判するのが相当と認められる場合には、大法廷で処
理することが望ましい。そこで、その旨の規定が設けられたものである。

法廷で裁判することを相当と認めるについての認定の権限は、当該小
法廷にある。大法廷のがわにおいて事件を大法廷に移すべき旨を決定
する権限はない。

大法廷で裁判することを相当と認めるについての特別の基準は、存しな
い。法令の解釈に関する重要な事項(刑訴法４０６条、旧民事上告
特例法)のうちとくに重要なもの、事件の政治的または社会的影響がき
わめて重大な場合、他の小法廷と意見を異にすることが予想される場
合、新しい重要な法律問題等がこれにあたるものとして考えられよう」と
説明されている(同書９４～９５頁)。
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被害者の遺族た
ちは、本件は、
「大法廷で裁判
することを相当と
認めた場合」に該
当すると考える

 ① 本件は、原発の安全性を確保するために、原発の運営に当たる会社役員
に、どのようなレベルの善管注意義務が課されているかという、重大な法的問題
の解釈が争われており、「法令の解釈に関する重要な事項」「新しい重要な法
律問題」を扱う事件である。

 ② 東京電力株主代表訴訟において、被告人らを含む役員４名に対して１３
兆３千億円余を東京電力に対して支払うことが命じられ、起訴されているだけ
でも４４名の命が奪われた、日本の歴史上類を見ない大事故である。「事件
の政治的または社会的影響がきわめて重大な場合」にもあたる。

 ③ 地裁判決、原判決には、双葉病院において発生した事故被害の認定が欠
落しているだけでなく、「推本の長期評価」に津波対策を基礎づける信頼性が
ないという論旨は、最高裁の６．１７判決、他の多くの原発損害賠償に関す
る判決、東電株主代表訴訟の判決（２０２２年７月１３日東京地裁)など
とも相反する。被害者の遺族はもとより、本件事故によって影響を被った多くの
市民の納得が得られていない。

 ④６．１７判決における、最高裁裁判官の審理の政府からの独立性につい
て、具体的な疑念が表明され、司法に対する国民の信頼の根幹が揺らいでい
る。６．１７判決には、論理的にみても多数意見を凌駕する完成度の三浦判
事による反対意見が付されている。三浦意見に同調する最高裁判事が多数に
上ることも予測され、「他の小法廷と意見を異にすることが予想される場合」に
も該当する。 68



第二小法廷で尾島
裁判官が三浦裁判
官に賛同することで、
事件は大法廷に回
付される！

尾島明裁判官
（最高裁判所ホームページ）

菅野博之裁判官の退任（退任後に長島・大野・常松法律事
務所の顧問に就任）に伴って、新たに尾島明裁判官が任命され
ている。最高裁首席調査官や内閣法制局参事官などを務めたエ
リート裁判官である。
第二小法廷には理の通った反対意見を貫いた三浦守裁判官

(元大阪高検検事長)も留任している。尾島裁判官が三浦裁判
官に賛同することによって、小法廷は賛否同数となれば、事件が
大法廷に回付される可能性もある。

最高裁第二小法廷

戸倉三郎長官 審理にほぼ参加しない。
三浦守裁判官
草野耕一裁判官
岡村和美裁判官
尾島明裁判官 新任
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第6部 結論と展望
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東電株主代表訴訟判決
「本件の経緯をつぶさに見ると、東京電力においては、本件事故
前、万がーにも過酷事故を起こさないよう、最新の科学的知見を
踏まえて、いかなる対策が可能か、またそのリスクの度合いに応じ
て、いかにそれをできるだけ早く講ずるかという、原子力事業者とし
て、当然に、また極めて厳しく求められる安全確保の意識に基づい
て行動するのではなく、むしろ、ほぼ一貫して、規制当局である保
安院等との関係で、自らが得ている情報を明らかにすることな
く・・・いかにできるだけ現状維持できるか、そのために、有識者の
意見のうち都合の良い部分をいかにして利用し、また、都合の悪
い部分をいかにして無視ないし顕在化しないようにするかというこ
とに腐心してきたことが浮き彫りとなる。」（判決要旨３１頁、３２頁）

東電を断罪した
東電株主代表訴
訟判決を見習っ
てほしい
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東電株主代表訴訟判決
「そして、そのように保安院等と折衝をしてきた津波対策の担当
部署でさえもが、もはや現状維持ができないとして、本格的に
津波対策を講ずることを具申しても、被告らにおいては、担当
部署の意見を容れることなく、さらに自分たちがその審議に実
質的に関与することができる外部の団体(引用者注：これは
土木学会を指している。)を用いて波源等の検討を続けること
にした上、その間、一切の津波対策を講じなかったものである。
このような被告らの判断及び対応は、当時の東京電力の内部
では、いわば当たり前で合理的ともいい得るような行動であっ
たのかもしれないが、原子力事業者及びその取締役として、本
件事故の前後で変わることなく求められている安全意識や責任
感が、根本的に欠如していたものといわざるを得ない。」（判決要
旨３２頁）

安全意識や責任感
が根本的に欠如
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いわき市民訴訟の
仙台高裁判決は、
国の不作為の重大
な責任と東電の重
大な過失を断罪

2023年3月10日仙台高裁判決（いわき市民訴訟）
損害賠償請求訴訟の最高裁判決後、最初の判決

この判決は、国の国家賠償責任は否定したものの、国の義務
違反について、「経済産業大臣が、長期評価により福島県沖を
震源とする津波地震が想定され、津波による浸水対策を全く講じ
ていなかった福島第一原発において重大な事故が発生する危険
を具体的に予見することができたにもかかわらず、長期評価によっ
て想定される津波による浸水に対する防護措置を講ずることを命
ずる技術基準適合命令を発しなかったことは、電気事業法に基
づき規制権限を行使すべき義務を違法に怠った重大な義務違反
であり、その不作為の責任は重大である」と判示（判決２８
頁）
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最高裁判決後も
国と東電の責任
については、仙台
高裁（いわき市
民訴訟）等の裁
判所による厳し
い見方は続いて
いる

仙台高裁判決（いわき市民訴訟）は、
東電の過失責任について、慰謝料算定のための事情として、

「被告東電は、平成14年7月の長期評価の公表後、これに基づ
く津波の試算を速やかに行っていない上、5年以上経過した平成
20年4月に東電設計から長期評価により想定される津波の試
算を受け、敷地の高さを越える津波が福島第一原発を襲う危険
性を具体的に認識し、想定される津波による施設の浸水を防ぐ
対策を検討したにもかかわらず、平成20年7月には対策を先送
りすることを決定し、何ら対策を講ずることなく、平成23年3月
11日の本件事故の4日前まで、保安院にも想定される津波の
試算を報告することもせず、福島第一原発の稼働を続け、対策
を講じていれば相当程度高い可能性をもっで防ぐことができたは
ずの本件事故を発生させたのである。」
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最高裁判決後も
国と東電の責任
については、仙台
高裁（いわき市
民訴訟）等の裁
判所による厳し
い見方は続いて
いる

（つづき）

「本件事故の際と同程度の津波が到来し、浸水
により電源設備が機能を喪失して重大な原発事
故が発生することを具体的危険として認識しなが
ら、経営上の判断を優先させ、原発事故を未然に
防止すべき原子力発電事業者の責務を自覚せず、
周辺住民の生命身体の安全や環境をないがしろ
にしてきたというほかはないことは、原告らの精神
的苦痛の評価にあたって考慮するのが相当であ
る。」と判断 。(判決30頁)
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私たちは最高裁で逆転勝利する！
・指定弁護士ら上告趣意書は、
考え抜かれ、研ぎ澄まされた論理
で書かれ、簡潔で、論旨は明快
である。
・私たちも、このすばらしい上告
趣意書の内容を広く市民に知っ
てもらうために力を注ぎたい。
・そして、刑事控訴審判決の破
棄、さらには国の責任を否定した
国賠訴訟の最高裁判決の見直
しを求めて、損害賠償請求事件
の原告の皆さんとも協働して、最
高裁に挑んでいきたい。
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